
渋谷駅街区
渋谷駅周辺を安全で快適 
さらに利便性の高い交通結節点に強化します

国際競争力強化の推進（交通結節点等の整備）

駅施設の耐震性・利便性向上の必要性

駅周辺の利便性向上の必要性

 背景・課題

公共と民間との協力のもと、一体的な事業を実施

中立性・公平性を有するURの参画

 事業のポイント

 位 置 図 位 置 図

 事業概要

上記のほかに、東口地下（東口地下広場整備、渋谷川移設、地下貯留槽整備※）、
西口地下（西口タクシープール整備）における整備がある。
※土地区画整理法第２条第２項施設

出典：渋谷駅街区基盤整備方針（平成20年6月）を一部加筆修正

 

 

渋谷駅街区

都市再生緊急整備地域（139ha）
平成17年12月28日指定
特定都市再生緊急整備地域
平成24年1月20日指定

渋谷駅街区
土地区画整理事業
施行区域

東京メトロ副都心線
平成20年6月14日開業

東急東横線
東京メトロ副都心線との

相互直通運転
（平成25年3月16日開始）

駅施設は大正時代から増改築が繰り返されており、
耐震性の向上、バリアフリー化、乗換利便性の向上
などが必要となっている。

安全で快適な歩行者空間の確保、交通結節機能の
強化、自動車交通の混雑や錯綜の改善など、多く
の課題を抱えている。

渋谷駅周辺地域における開発の連鎖による総合的
なまちづくりの契機となる事業。

民間主体で行う鉄道改良事業や駅ビルの再開発と
一体的に都市基盤等の公共施設整備と街区の再
編を行う。

渋谷駅の機能更新と再編、駅前広場や道路などの
公共施設の再編・拡充、駅ビルの再開発を一体的に
行うことにより、限られた空間に多様な機能を集積
し、安全で快適な都市空間を創出する。

駅前広場や河川等の輻輳する都市基盤整備にお
いて、国道、都道、区道、河川管理者等との調整や
土地所有者間の権利調整が必要であり、中立性・公
平性を有するＵＲが、土地区画整理事業により、公
民連携による駅周辺の都市再生事業を進める。

事業名称：東京都市計画事業
　　　　　渋谷駅街区土地区画整理事業
施 行 者：東急株式会社
　　　　　独立行政法人都市再生機構
面　　積：約5.5ha
期　　間：平成22年度～令和8年度
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H17年 12月  都市再生緊急整備地域指定（渋谷駅周辺地域）

H19年 9月  渋谷駅中心地区まちづくりガイドライン2007公表 

H20年 6月  渋谷駅街区基盤整備方針公表

H21年 6月  都市計画決定及び変更（区画整理、東西駅前広場、銀座線、渋谷川等）

H22年 3月  地権者から事業参画要請

H22年 10月  渋谷駅街区土地区画整理事業  施行認可

H24年 1月  特定都市再生緊急整備地域指定（渋谷駅周辺地域）

【所 在 地】　東京都渋谷区
【都市計画】　商業地域他

施 行 後 【公共用地】　約 4.0 ha
【宅　　地】　約 1.5 ha

 経 緯

 整備の内容

 基礎情報  事業詳細情報

土地区画整理事業の整備範囲は、東口駅前広場整備、銀座線橋脚移設、東口地下広場整備、渋谷川移設、地下貯留槽整備※、
西口駅前広場整備、 西口タクシープール整備、自由通路整備※です。　※土地区画整理法第２条第２項施設
現時点での概略のイメージであり、今後設計内容を詳細に検討していきます。　出典：渋谷駅中心地区基盤整備都市計画の概要（平成27年6月）を一部加筆修正 

令和3年2月現在

H23年 2月  土地区画整理事業の工事着手

H23年 3月  渋谷駅中心地区まちづくり指針2010公表

H23年 8月  都市計画決定（地区計画ほか）

H24年 10月  渋谷駅中心地区 基盤整備方針公表

H25年 6月  都市計画決定（都市再生特別地区）

H27年 8月  事業計画変更（第1回）認可

H28年 3月  事業計画変更（第2回）認可

渋谷フクラス

渋谷スクランブルスクエア東棟

文化総合センター大和田

渋谷ストリーム

渋谷駅桜丘口地区

渋谷駅街区
西口広場

東口広場

銀座線

ハチ公広場

JR線

渋谷マークシティ

セルリアンタワー

渋谷ヒカリエ


